
  

一 

国
の
財
務
書
類
等
の
作
成
及
び
財
務
情
報
の
開
示
等
に
関
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
目
的 

こ
の
法
律
は
、
企
業
会
計
の
慣
行
を
参
考
と
し
た
国
の
財
務
書
類
等
の
作
成
及
び
そ
の
国
会
へ
の
提
出
等
に
よ
る
財
務
情

報
の
開
示
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
国
の
資
産
及
び
負
債
、
国
の
事
務
及
び
事
業
に
要
し
た
費
用
そ
の
他
の
国
の

財
務
に
関
す
る
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
、
国
会
等
に
よ
る
予
算
執
行
に
対
す
る
検
証
の
充
実
を
図
り
、
も
っ
て
政
府
の

有
す
る
国
の
財
政
状
況
を
国
民
に
説
明
す
る
責
務
が
十
分
に
果
た
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
適
正
な
予
算
編
成
と
効

率
的
な
行
政
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

第
二 

定
義 

 
 

１ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
財
務
書
類
」
と
は
、
貸
借
対
照
表
、
業
務
費
用
計
算
書
、
資
産
・
負
債
差
額
増
減
計
算
書
、

区
分
別
収
支
計
算
書
、
注
記
及
び
附
属
明
細
書
か
ら
構
成
さ
れ
る
決
算
に
関
す
る
財
務
情
報
を
開
示
す
る
た
め
の
書
類

を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
省
庁
別
財
務
書
類
等
」
と
は
、
一
般
会
計
省
庁
別
財
務
書
類
、
特
別
会
計
財
務
書
類
、
特
別

会
計
連
結
財
務
書
類
、
省
庁
別
財
務
書
類
及
び
省
庁
別
連
結
財
務
書
類
（
一
般
会
計
省
庁
別
財
務
書
類
、
省
庁
別
財
務



 

二 

書
類
及
び
省
庁
別
連
結
財
務
書
類
に
あ
っ
て
は
、
局
等
の
組
織
ご
と
の
財
務
書
類
を
含
む
。
）
を
い
う
も
の
と
す
る
こ

と
。 

３ 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
の
財
務
書
類
」
と
は
、
一
般
会
計
財
務
書
類
、
一
般
会
計
・
特
別
会
計
財
務
書
類
及
び
連

結
財
務
書
類
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
の
財
務
書
類
等
」
と
は
、
国
の
財
務
書
類
及
び
各
省
各
庁
の
省
庁
別
財
務
書
類
等
を
い
う

も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

５ 

１
か
ら
４
ま
で
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
に
お
け
る
「
局
等
の
組
織
」
、
「
特
殊
法
人
等
」
そ
の
他
の
所
要
の
用
語
の
定

義
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

第
三 

国
の
財
務
書
類
等
の
作
成
及
び
財
務
情
報
の
開
示 

 

一 

作
成
基
準 

１ 

財
務
大
臣
は
、
国
の
財
務
書
類
等
の
作
成
基
準
（
以
下
単
に
「
作
成
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。 



  

三 

２ 

作
成
基
準
は
、
企
業
会
計
の
慣
行
を
参
考
と
し
、
か
つ
、
国
の
財
務
の
特
殊
性
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

３ 
財
務
大
臣
は
、
作
成
基
準
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
財
政
制
度
等
審
議
会
の
議
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
作
成
基
準
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
関
係
） 

 

二 

省
庁
別
財
務
書
類
等
の
作
成
及
び
送
付 

各
省
各
庁
の
長
は
、
毎
会
計
年
度
、
作
成
基
準
に
従
い
、
省
庁
別
財
務
書
類
等
を
作
成
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
財
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
関
係
） 

三 

国
の
財
務
書
類
の
作
成 

財
務
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
、
作
成
基
準
に
従
い
、
国
の
財
務
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

（
第
五
条
関
係
） 

 

四 

国
の
財
務
書
類
等
の
検
査 



 

四 

 
 

 

内
閣
は
、
国
の
財
務
書
類
等
を
、
国
の
歳
入
歳
出
決
算
と
と
も
に
会
計
検
査
院
に
送
付
し
、
そ
の
検
査
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
関
係
） 

 

五 

国
の
財
務
書
類
等
の
国
会
へ
の
提
出 

内
閣
は
、
四
に
よ
り
会
計
検
査
院
の
検
査
を
経
た
国
の
財
務
書
類
等
を
、
国
の
歳
入
歳
出
決
算
と
と
も
に
、
そ
の
参
考

資
料
と
し
て
、
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
七
条
関
係
） 

六 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
等
に
よ
る
開
示
等 

１ 

各
省
各
庁
の
長
は
、
当
該
各
省
各
庁
の
省
庁
別
財
務
書
類
等
に
記
載
さ
れ
た
情
報
そ
の
他
当
該
各
省
各
庁
の
財
務
に

関
す
る
状
況
を
適
切
に
示
す
情
報
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に

よ
り
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
省
庁
別
財
務
書
類
等
に
記
載
さ
れ
た
情

報
に
つ
い
て
は
、
当
該
省
庁
別
財
務
書
類
等
を
作
成
し
た
後
及
び
当
該
省
庁
別
財
務
書
類
等
に
係
る
会
計
検
査
院
の
検

査
を
経
た
後
、
速
や
か
に
、
開
示
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

２ 

財
務
大
臣
は
、
国
の
財
務
書
類
に
記
載
さ
れ
た
情
報
そ
の
他
国
の
財
務
に
関
す
る
状
況
を
適
切
に
示
す
情
報
と
し
て

政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と



  

五 

す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
の
財
務
書
類
に
記
載
さ
れ
た
情
報
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
の
財
務
書
類
を
作
成

し
た
後
及
び
当
該
国
の
財
務
書
類
に
係
る
会
計
検
査
院
の
検
査
を
経
た
後
、
速
や
か
に
、
開
示
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

３ 
１
及
び
２
の
場
合
に
お
い
て
、
各
省
各
庁
の
長
及
び
財
務
大
臣
は
、
開
示
さ
れ
る
情
報
を
国
民
が
十
分
に
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
内
容
を
で
き
る
限
り
平
易
な
表
現
を
用
い
て
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
資
料
そ
の
他
必
要

な
情
報
を
併
せ
て
提
供
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
八
条
関
係
） 

七 

電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
及
び
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出 

こ
の
法
律
に
よ
る
手
続
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
と
の
適
用
関
係

を
整
理
し
、
国
の
財
務
書
類
等
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
及
び
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
設

け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

（
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
関
係
） 

第
四 

政
府
の
義
務 

 

一 

特
殊
法
人
等
の
財
務
諸
表
の
作
成
に
係
る
基
準
の
在
り
方 

 
 

 

政
府
は
、
特
別
会
計
連
結
財
務
書
類
及
び
省
庁
別
連
結
財
務
書
類
並
び
に
連
結
財
務
書
類
に
記
載
さ
れ
る
情
報
が
よ
り



 

六 

適
切
な
も
の
と
な
り
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
書
類
を
効
率
的
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、
特
殊
法

人
等
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
等
の
財
務
諸
表
の
作
成
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
、
作
成
基
準
と
の
整
合
性
が
確
保
さ

れ
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
九
条
関
係
） 

 

二 

調
査
研
究 

政
府
は
、
国
の
財
務
書
類
等
に
記
載
さ
れ
た
情
報
の
政
策
評
価
に
お
け
る
活
用
そ
の
他
の
当
該
情
報
の
政
府
に
よ
る
適

正
な
予
算
編
成
と
効
率
的
な
行
政
の
推
進
へ
の
一
層
の
活
用
を
図
る
た
め
の
措
置
、
企
業
会
計
の
慣
行
の
国
の
予
算
制
度

へ
の
導
入
そ
の
他
国
の
財
務
に
関
す
る
情
報
の
活
用
及
び
充
実
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
条
関
係
） 

第
五 

施
行
期
日
等 

 

一 

施
行
期
日 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
し
、
平
成

二
十
七
年
度
以
後
の
決
算
に
関
す
る
国
の
財
務
書
類
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 



  

七 

 
二 

作
成
基
準
の
策
定
の
た
め
に
必
要
な
行
為 

作
成
基
準
の
策
定
の
た
め
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
第
三
の
一
の
例
に
よ

り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
二
条
関
係
） 

三 

平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
各
決
算
に
関
す
る
特
例 

平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
各
決
算
に
関
す
る
国
の
財
務
書
類
等
に
係
る
第
三
の
四
及
び
五
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
国
の
歳
入
歳
出
決
算
を
会
計
検
査
院
に
送
付
し
た
後
六
月
以
内
に
会
計
検
査
院
に
送
付
し
、
会
計
検
査

院
の
検
査
を
経
た
後
速
や
か
に
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

（
附
則
第
三
条
関
係
） 

四 

平
成
二
十
九
年
度
ま
で
に
講
ず
る
必
要
な
措
置 

１ 

政
府
は
、
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
に
、
国
の
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
企
業
会
計
の
慣
行
を
参
考
と
し
た
処
理
を
自

動
的
に
行
う
機
能
を
有
す
る
国
の
会
計
事
務
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
そ
の
他
の
国
の
財
務
書
類
等
を
早
期
に
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

（
附
則
第
四
条
関
係
） 

２ 

財
政
法
、
国
有
財
産
法
、
物
品
管
理
法
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
の
国
の
財
務
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に

基
づ
き
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
各
種
の
国
の
財
務
に
関
す
る
書
類
及
び
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十



 

八 

九
年
度
ま
で
に
、
国
の
財
務
書
類
等
と
の
関
係
に
関
し
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講

ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
五
条
関
係
） 

五 

そ
の
他 

 
 

 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 


	（第八条関係）

